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(57)【要約】
【課題】従来のガラス基板の加工方法では、研磨機によ
る場合、ガラス基板を切削した後に不要箇所を研磨して
分割ガラス基板を形成するためリードタイムが長くなる
。また、スクライブ装置による場合、リードタイムは短
くできるが、直線形状と円形状との境界部には、中央方
向に延びる水平クラックやツノが多発する問題がる。
【解決手段】ガラス基板の加工方法として、高浸透刃の
ダイヤモンドカッターを有するスクライブ装置で、直線
形状をスクライブし、直線形状より少し離間して円形状
をスクライブする。スクライブ後に離間領域３、４に押
圧力を加え、その反力を用いて離間領域３、４を分割す
ることで、離間領域３、４での水平クラックやツノの発
生を防止できる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラス基板に対し、少なくとも円形状のスクライブと直線形状のスクライブとを組み合わ
せ、前記ガラス基板から分割ガラス基板を形成するガラス基板の加工方法において、
　高浸透刃を有するダイヤモンドカッターにより前記ガラス基板に前記直線形状のスクラ
イブを行う工程と、
　前記直線形状の一方の端部より少し離間した第１の離間領域から、前記ダイヤモンドカ
ッターにより前記円形状のスクライブを開始し、前記直線形状の他方の端部より少し離間
した第２の離間領域にて前記円形状のスクライブを終了する工程と、
　前記第１の離間領域と前記第２の離間領域に対し、前記ガラス基板のスクライブ面側か
ら押圧力を加えることで、前記ガラス基板から前記分割ガラス基板を分割する工程とを有
することを特徴とするガラス基板の加工方法。
【請求項２】
前記円形状のスクライブ工程では、前記第１の離間領域近傍のスクライブ速度と前記第２
の離間領域近傍のスクライブ速度は、前記円形状のその他領域でのスクライブ速度よりも
遅くなることを特徴とする請求項１に記載のガラス基板の加工方法。
【請求項３】
前記分割工程では、前記ガラス基板に前記押圧力に対向して発生する反力を利用し、前記
円形状の端部側から前記直線形状の両端部側へと向かう横方向の割れにより、前記第１の
離間領域と前記第２の離間領域を前記ガラス基板から分割することを特徴とする請求項１
または請求項２に記載のガラス基板の加工方法。
【請求項４】
前記第１の離間領域及び前記第２の離間領域では、前記ダイヤモンドカッターによる刃跡
が形成されないことを特徴とする請求項３に記載のガラス基板の加工方法。
【請求項５】
前記第１の離間領域と前記第２の離間領域では、その離間距離は、前記ガラス基板の板厚
以上に設定することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のガラス基
板の加工方法。
【請求項６】
請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のガラス基板の加工方法により形成した分割
ガラス基板上に太陽電池を形成し、少なくとも前記太陽電池と、文字盤と、透光性蓋と、
胴体とを有することを特徴とする太陽電池時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高浸透刃を有するダイヤモンドカッターを用いたガラス基板の加工方法及び
その加工方法により形成された分割ガラス基板を用いた太陽電池時計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のガラス基板の加工方法には、板ガラスを円形状に切削する加工方法はあるが、熟
練した技術が必要となる。そのため、一般的には板ガラスを四角板に切削した後に周囲を
研磨して円形状に加工する方法が用いられる。
【０００３】
　図７は、研磨機により、大部分を円加工し、その一部を直線加工して形成されるオリフ
ラ（オリエンテーション　フラットの略）付き分割ガラス基板の加工方法を説明する図で
ある。
【０００４】
　先ず、一辺が分割ガラス基板３２の直径以上となるように、ガラス基板３１を四角板状
に切削する。その後、分割ガラス基板３２となる部分を残して、その周囲（斜線部分）を
研磨機により研磨する。
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【０００５】
　図８（Ａ）及び（Ｂ）を用いて、研磨機に替えてスクライブ装置を用いた分割ガラス基
板の加工方法を説明する。図８（Ａ）は、普通刃を有するダイヤモンドカッターを使用し
た分割ガラス基板の加工方法である。図８（Ｂ）は、高浸透刃を有するダイヤモンドカッ
ターを使用した分割ガラス基板の加工方法である。
【０００６】
　図８（Ａ）に示す如く、分割ガラス基板を加工する際、先ず、矢印［１］にて示すよう
に、普通刃を有するダイヤモンドカッターを使用し、直線形状にスクライブする。次に、
矢印［２］にて示すように、上記直線形状と交差するようにダイヤモンドカッターで円形
状にスクライブする。尚、この時のスクライブ切削の条件は、矢印［１］及び［２］にお
いて送り速度と加圧とを同一とする。その後、スクライブ部分に押圧力を与えて、ガラス
基板から分割ガラス基板３３を分割する。
【０００７】
　図８（Ｂ）では、上記図８（Ａ）の説明と異なり、高浸透刃を有するダイヤモンドカッ
ターを使用して分割ガラス基板を形成する加工方法である。この加工方法では、高浸透刃
を有するダイヤモンドカッターにて、直線形状と円形状とを繋げてスクライブする。その
後、スクライブ部分に押圧力を加え、ガラス基板より分割ガラス基板３４を分割する。具
体的には、矢印［１］→矢印［２］→矢印［３］→矢印［４］の順序でガラス基板をスク
ライブする。そして、直線形状と繋がる円形状の最初と最後（図中矢印［２］及び［４］
）では、他の箇所よりもスクライブ速度を遅くすることで、垂直クラックの発生速度を調
整する。例えば、スクライブ切削の条件は、矢印［１］及び［３］の送り速度は３０ｍｍ
／ｓｅｃとし、矢印［２］及び［４］の送り速度は１０ｍｍ／ｓｅｃとし、矢印［１］～
［４］の全てにおける加圧は０．１５Ｍｐａとする。
【特許文献１】該当なし
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、図７に示す従来の分割ガラス基板の加工方法では、加工形状は良いが、
研磨機による作業のためリードタイムが長く生産性が低い。また、生産性を向上させるた
めには設備投資が必要となり、設備投資によるコストが高くなる問題点がある。
【０００９】
　また、図８（Ａ）に示す分割ガラス基板の加工方法では、その加工手段を研磨機から普
通刃のダイヤモンドカッターを有するスクライブ装置に替えることで、分割ガラス基板を
作成するリードタイムを大幅に短縮できる。しかしながら、生産性を向上させることはで
きたが、分割ガラス基板３３における直線形状と円形状の境界部分では、製品不良の原因
となる水平クラック３５やツノ３６が多発し、製品品質や歩留まりが悪化する問題点があ
る。
【００１０】
　更に、図８（Ｂ）に示す分割ガラス基板の加工方法では、スクライブ装置のダイヤモン
ドカッターを普通刃から高浸透刃に替えることで、分割ガラス基板３４における直線形状
と円形状の境界部分での水平クラックの発生をゼロにすることができる。しかしながら、
この加工方法においても、上記境界部分のツノ３７の発生を解消できないという問題点が
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した各事情に鑑みて成されたものであり、本発明のガラス基板の加工方法では、ガ
ラス基板に対し、少なくとも円形状のスクライブと直線形状のスクライブとを組み合わせ
、前記ガラス基板から分割ガラス基板を形成するガラス基板の加工方法において、高浸透
刃を有するダイヤモンドカッターにより前記ガラス基板に前記直線形状のスクライブを行
う工程と、前記直線形状の一方の端部より少し離間した第１の離間領域から、前記ダイヤ
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モンドカッターにより前記円形状のスクライブを開始し、前記直線形状の他方の端部より
少し離間した第２の離間領域にて前記円形状のスクライブを終了する工程と、前記第１の
離間領域と前記第２の離間領域に対し、前記ガラス基板のスクライブ面側から押圧力を加
えることで、前記ガラス基板から前記分割ガラス基板を分割する工程とを有することを特
徴とする。従って、本発明では、スクライブラインの直線形状と円形状の離間領域に水平
クラックやツノの発生を抑制することができる。
【００１２】
　また、本発明の太陽電池時計では、上記加工方法で形成した分割ガラス基板上に太陽電
池を形成し、少なくとも前記太陽電池と、文字盤と、透光性蓋と、胴体とを有することを
特徴とする。従って、本発明では、製品品質の優れた太陽電池を内蔵した太陽電池時計が
実現できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、円形状と直線形状のスクライブを離間して行い、スクライブ後にその離間
領域に押圧力を加え、ガラス基板から分割ガラス基板を分割する。この加工方法により、
その離間領域での水平クラックの発生やツノの発生を抑制できる。
【００１４】
　また、本発明では、研磨加工に替えてスクライブ加工により、ガラス基板から分割ガラ
ス基板を分割する。この加工方法により、リードタイムを大幅に短縮でき、生産性が向上
する。また、設備投資コストの抑制にも繋がる。
【００１５】
　また、本発明では、高浸透刃を有するダイヤモンドカッターを用いてスクライブを行う
ことで、垂直クラックが、板厚の８０％以上となる。この加工方法により、分割ガラス基
板の分割面は研磨機で研磨した状態に近くなり、品質的にも優れた分割ガラス基板を提供
できる。
【００１６】
　また、本発明では、分割ガラス基板のツノの発生が抑制されることで、ツノを研磨する
工程が不要となり、リードタイムの短縮や生産性の向上が実現される。
【００１７】
　また、本発明では、上記加工方法による分割ガラス基板を太陽電池として組み込むこと
で、太陽電池時計の製品品質も向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、本発明の第１の実施の形態であるガラス基板の加工方法について、図１～図５
を参照して説明する。図１は、ガラス基板に複数の分割ガラス基板をスクライブした状態
を説明するための平面図である。図２は、スクライブ方法を説明するための平面図である
。図３（Ａ）は、普通刃を有するダイヤモンドカッターを用いてスクライブする加工方法
を説明するための断面図である。図３（Ｂ）は、普通刃を有するダイヤモンドカッターを
用いてスクライブすることで発生するクラックを説明するための断面図である。図４（Ａ
）は、高浸透刃を有するダイヤモンドカッターを用いてスクライブする加工方法を説明す
るための断面図である。図４（Ｂ）は、高浸透刃を有するダイヤモンドカッターを用いて
スクライブすることで発生するクラックを説明するための断面図である。図５は、高浸透
刃を有するダイヤモンドカッターを用いてスクライブした後の分割断面を示す写真である
。
【００１９】
　図１に示す如く、ガラス基板１には、分割ガラス基板２の形状が多数個スクライブされ
る。分割ガラス基板２では、その大部分が円加工され、その一部が直線加工されることで
オリフラが設けられた形状となる。
【００２０】
　先ず、ガラス基板１から分割ガラス基板２へとスクライブ工程が行われる前に、各々の
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分割ガラス基板２上に太陽電池セルを形成する。太陽電池セルは、例えば、第１電極層、
半導体層、第２電極層および保護膜からなり、それらは分割ガラス基板２上に、順次、堆
積され、所望の形状に加工される。そして、太陽電池セルは、分割ガラス基板２のスクラ
イブラインから１ｍｍ以内の領域には配置されない。この製造方法により、スクライブ時
の鋭利な高浸透刃により、または、ガラス基板１から分割ガラス基板２の分割作業により
太陽電池セルが破壊され、第１電極層と第２電極層とがショートすることを防止する。
【００２１】
　次に、高浸透刃のダイヤモンドカッターを有するスクライブ装置を用い、ガラス基板１
をスクライブする。
【００２２】
　図２に示す如く、スクライブ切削の条件は、先ず、矢印［１］にて示すように、オリフ
ラの直線形状の中心よりスクライブを開始し、直線形状と円形状の境界部近傍までガラス
基板１をスクライブする。次に、矢印［２］～矢印［４］にて示すように、円形状側の２
箇所に約１ｍｍの離間領域３、４となる未切削領域を設けて、ガラス基板１を円形状にス
クライブする。最後に、矢印［５］にて示すように、直線形状の未切削領域をスクライブ
し、直線形状を繋げる。
【００２３】
　具体的な条件としては、円形状の最初（矢印［２］）と最後（矢印［４］）のスクライ
ブ切削送り速度は、途中（矢印［３］）の送り速度よりも遅くし、垂直クラック１１（図
４（Ａ）参照）の発生速度を調整する。そして、例えば、矢印［１］及び矢印［３］の送
り速度は３０ｍｍ／ｓｅｃとし、矢印［２］、矢印［４］及び矢印［５］の送り速度は１
０ｍｍ／ｓｅｃとし、加圧は矢印［１］～［５］の全てにおいて０．１５Ｍｐａとする。
このスクライブ切削送り速度の調整により、円形状の最初（矢印［２］）と最後（矢印［
４］）の領域でのチッピングが、大幅に低減される。
【００２４】
　ここで、図３及び図４を用いて、本実施の形態での高浸透刃のダイヤモンドカッターを
用いてガラス基板をスクライブする際の特徴を説明する。高浸透刃とは、ガラス基板をス
クライブする際に、ガラス基板の厚さ方向に対して約８０％以上の垂直クラックを発生さ
せる刃である。
【００２５】
　先ず、図３（Ａ）に示す如く、普通刃５のダイヤモンドカッターを用いてガラス基板６
をスクライブした場合、ガラス基板６の厚さ方向に深さ約１０％の垂直クラック７が発生
する。具体的には、ガラス基板６の厚みが１．１ｍｍの場合、普通刃５の刃先食込み量は
約３μｍとなり、垂直クラック７の深さは０．１～０．１５ｍｍとなる。尚、垂直クラッ
ク７とは、ガラス基板を分割する場合において有用な厚さ方向のクラックのことである。
【００２６】
　図３（Ｂ）に示す如く、普通刃５にてガラス基板６をスクライブした場合、垂直クラッ
ク７が浅いためガラス基板６の反力が大きくなり、不良の対象となる水平クラック８が発
生する。尚、水平クラック８とは、垂直クラックの入った箇所からその水平方向に発生す
るクラックのことである。
【００２７】
　次に、図４（Ａ）に示す如く、高浸透刃９のダイヤモンドカッターを用いてガラス基板
１０をスクライブした場合、スクライブ直後に、ガラス基板１０の厚さ方向に深さ８０％
近くの垂直クラック１１が発生する。具体的には、ガラス基板１０の厚みが１．１ｍｍの
場合、高浸透刃９の刃先食込み量は約６μｍとなり、垂直クラック１１の深さは０．８ｍ
ｍ以上となる。図示したように、垂直クラック１１の上側の斜線のハッチング部分が、高
浸透刃９の刃先により、直接、切削される領域である。そして、その切削領域では、端部
の角部（コーナー部）が、削り取られた形状となる。一方、垂直クラックの下側のハッチ
ング無し部分は、高浸透刃９の刃先と、直接、接することなく、その断面に刃跡は形成さ
れない。
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【００２８】
　図４（Ｂ）に示す如く、高浸透刃９にてガラス基板１０をスクライブした場合、上述し
たように、垂直クッラク１１が深く入ることで、ガラス基板の反力が微小となり、水平ク
ラック８（図３（Ｂ）参照）の発生が抑制される。
【００２９】
　従って、本実施の形態のように、ガラス基板１（図１参照）をスクライブし、分割ガラ
ス基板２（図１参照）を形成する際、高浸透刃９のダイヤモンドカッターを有するスクラ
イブ装置を用いることで、水平クラックによる不良の発生を抑制できる。
【００３０】
　次に、ガラス基板１をスクライブした後、ガラス基板１から分割ガラス基板２を分割す
る。尚、適宜、図１及び図２を参照する。
【００３１】
　先ず、ガラス基板１をスクライブした後、作業員の親指にて、ガラス基板１のスクライ
ブした面側の離間部分３、４を押さえて押圧力を加える。次に、ガラス基板１の下面（ス
クライブ面の反対面）側からスクライブラインの両側を作業員の両手の人差し指で上側方
向に折り曲げるように引き上げる。この作業により、例えば、チョコレートを割るような
感覚で分割ガラス基板２が、ガラス基板１から分割する。
【００３２】
　具体的には、スクライブラインの直線形状と円形状との離間領域３、４では、ガラス基
板１のスクライブした面側から押圧力が働く。一方、離間領域３、４では、この押圧力へ
の反力、つまり、ガラス基板１の状態を維持しようとする力が発生する。このとき、高浸
透刃９によりスクライブした領域（直線形状と円形状の両領域）では、垂直クラック１１
が形成されているため、ガラス基板１は容易に破断する。そして、離間領域３、４では、
ガラス基板１の下面側から破断が広がり、上記反力が横方向（深さ方向に対し垂直方向）
への圧力となる。その結果、離間領域３、４では、円形状端部から直線形状の端部へ向け
て横方向の割れが広がるため、離間領域３、４は綺麗に分割され、分割ガラス基板２はガ
ラス基板１より分割される。そして、直線形状と円形状の境界領域では、従来問題であっ
た水平クラックやツノの発生が抑制される。
【００３３】
　尚、上記作業員による分割工程では、一気に素早く行うとスクライブラインの直線形状
と円形状の境界領域に、切り欠けやチッピングが発生し易く、ゆっくり作業することが重
要となる。
【００３４】
　図５では、スクライブラインの直線形状と円形状の境界領域、つまり、離間領域３、４
の分割断面を示す。図示したように、紙面左側の高浸透刃の刃跡１２が、図２の矢印［１
］の領域と対応し、紙面右側の高浸透刃の刃跡１３が図２の矢印［２］の領域と対応し、
その間に位置する分割跡１４が、図２の離間領域３と対応する。そして、離間領域３では
、上記反力により、円形状端部から直線形状端部へと横方向の割れが広がり、直線形状と
円形状との境界部は綺麗に繋がっている。従って、離間領域３には、スクライブラインの
直線形状と円形状のように、高浸透刃９（図４（Ａ）参照）による刃跡１２、１３は生じ
ない。尚、上述したように、刃跡１２、１３とは、高浸透刃９の刃先により、直接、切削
され端部の角部（コーナー部）が、削り取られた領域である。
【００３５】
　また、図示したように、スクライブラインの直線形状と円形状の刃跡１２、１３の下方
断面では、その分割面が、研磨機で研磨した状態に近くなる。上述したように、高浸透刃
のダイヤモンドカッターを用いることで、ガラス基板の板厚の厚さ方向に８０％以上の割
れが生じるからである。その結果、その分割断面の品質性にも優れた分割ガラス基板を提
供することができる。
【００３６】
　最後に、本実施の形態では、離間領域３、４（図２参照）の距離をガラス基板１（図１
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参照）の厚み以上（この場合は、約１ｍｍ）とすることで、離間領域３、４に上記反力が
発生し易くなり、その結果、作業員による手割りを容易に実現することができる。
【００３７】
　また、研磨機から高浸透刃のダイヤモンドカッターを有するスクライブ装置に変更する
ことで、ガラス基板を四角板状に切削した分割ガラス基板の周囲を研磨する加工方法と比
較して、リードタイムが大幅に短縮される。また、連続してスクライブできるため、一度
に複数の分割ガラス基板を生産でき、生産性が向上し、設備投資コストの抑制にも繋がる
。
【００３８】
　次に、本発明の第２の実施の形態である太陽電池時計について、図６を参照し、詳細に
説明する。図６は、本実施の形態の太陽電池時計を説明するための分解斜視図である。
【００３９】
　図６に示す如く、太陽電池時計２１は、例えば、時計の胴体２２内に文字板２３、太陽
電池２４、二次電池２５を備えたムーブメント２６が配置される。そして、胴体２２は、
透明なガラス、プラスチック等からなる透光性の高いカバー用蓋体２７により封止される
。
【００４０】
　太陽電池２４は、光起電力効果を利用し、光エネルギーから電力を発生させる変換器で
あり、例えば、４つのユニットに区切られた太陽電池セルを有する。各太陽電池セルでは
、文字板２３を通り抜けた光を受光し、電力を発電し、その電力は二次電池２５に蓄えら
れる。そして、この電力により太陽電池時計２１が駆動する。
【００４１】
　このとき、太陽電池セルは、上記第１の実施の形態で形成された分割ガラス基板２（図
１参照）上に、例えば、第１電極層、半導体層、第２電極層および保護膜が積層され、所
望の形状に加工される。上述したように、分割ガラス基板２は、スクライブラインの直線
形状と円形状の境界領域に、ツノ３７（図８（Ｂ）参照）が発生することがない。そのた
め、太陽電池２４は、確実に、時計の胴体２２内に収納される。また、分割ガラス基板２
は、スクライブラインの直線形状と円形状の境界領域に、切り欠きが発生することもない
。そのため、太陽電池セルが、分割ガラス基板２の切り欠きにより破壊されることもなく
、製品品質を向上させ、歩留まりも向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の実施の形態におけるガラス基板の加工方法を説明するための平面図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態におけるガラス基板のスクライブ方法を説明する平面図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態における普通刃を有するダイヤモンドカッターを用いた（Ａ
）スクライブ方法を説明するための断面図、（Ｂ）スクライブにより発生するクラックを
説明するための断面図である。
【図４】本発明の実施の形態における高浸透刃を有するダイヤモンドカッターを用いた（
Ａ）スクライブ方法を説明するための断面図、（Ｂ）スクライブにより発生するクラック
を説明するための断面図である。
【図５】本発明の実施の形態における高浸透刃を有するダイヤモンドカッターを用いてス
クライブした後の分割断面を示す写真である。
【図６】本発明の実施の形態における太陽電池時計を説明するための分解斜視図である。
【図７】従来の実施の形態における研磨機を用いたガラス基板の加工方法を説明するため
の平面図である。
【図８】従来の実施の形態におけるスクライブ装置を用いたガラス基板の加工方法を説明
するための（Ａ）平面図、（Ｂ）平面図である。
【符号の説明】
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【００４３】
　１　　ガラス基板
　２　　分割ガラス基板
　３　　離間領域
　９　　高浸透刃
　１１　垂直クラック
　２１　太陽電池時計
　２４　　太陽電池

【図１】

【図２】

【図３】
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